
3 2012（平成24年）

昨年12月２日に施行された税制改正法により、同日以後に法
定申告期限が到来する国税については、納税者が更正の請求をできる期間が原則５年

（改正前１年）に延長されました。これに併せ、税務署等がする増額更正の期間制限も原
則５年（改正前３年）に延長されています。

更正の請求期間の延長

国　税／平成23年分所得税の確定申告
2月16日〜3月15日

国　税／個人の青色申告の承認申請 3月15日
国　税／贈与税の申告 2月1日〜3月15日
国　税／2月分源泉所得税の納付 3月12日
国　税／個人事業者の23年分消費税の確定申告

4月2日
国　税／1月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 4月2日
国　税／7月決算法人の中間申告 4月2日
国　税／4月、7月、10月決算法人の消費税の

中間申告（年3回の場合） 4月2日
地方税／個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

（事業所税）の申告 3月15日

（弥生）March

20日・春分の日3月
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◆ 3月の税務と労務
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労
働
者
の
心
身
の
疲
労
回
復
、
労

働
力
の
維
持
増
進
、
さ
ら
に
は
ゆ
と

り
あ
る
生
活
実
現
の
観
点
か
ら
、
労

働
基
準
法
に
お
い
て
、
休
日
以
外
に

毎
年
一
定
日
数
の
年
次
有
給
休
暇

（
以
下
「
年
休
」
と
い
う
）
の
付
与
を

会
社
に
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
年
休
の
取
得
日
、
付
与

方
法
等
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

年
休
の
付
与
日
数

一
年
六
カ
月
間
継
続
勤
務
し
た

社
員
（
労
働
基
準
法
第
四
一
条
に

該
当
す
る
管
理
監
督
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
）
が
、
直
前
の
一
年
間

に
出
勤
し
た
日
数
が
八
割
未
満
の

場
合
、
何
日
の
年
休
を
与
え
れ
ば

よ
い
の
で
す
か
。

社
員
が
雇
入
れ
日
か
ら
六
カ
月

間
継
続
勤
務
し
、
全
労
働
日
（
総

暦
日
数
か
ら
所
定
の
休
日
を
除
い

た
日
数
）
の
八
割
以
上
出
勤
し
た

場
合
に
は
、
継
続
し
ま
た
は
分
割

し
た
一
〇
日
の
年
休
を
与
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
年
間
の
付
与

日
数
は
、
年
休
発
生
か
ら
二
年
間

は
一
日
ず
つ
、
そ
れ
以
後
は
二
日

ず
つ
増
え
て
二
〇
日
が
限
度
と
な

り
ま
す
。

雇
入
れ
後
六
カ
月
か
ら
一
年
六

カ
月
ま
で
の
出
勤
日
数
が
全
労
働

日
の
八
割
に
満
た
な
い
場
合
は
、

年
休
の
付
与
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
年
六
カ
月
か
ら
二
年
六
カ
月
ま

で
の
一
年
間
に
出
勤
日
数
が
八
割

以
上
あ
る
場
合
に
は
、
二
年
六
カ

月
間
継
続
勤
務
し
た
時
点
で
、
一

二
日
の
権
利
が
発
生
し
ま
す
。

ち
な
み
に
、
年
休
は
労
働
義
務

の
あ
る
日
に
つ
い
て
の
み
請
求
で

き
る
も
の
で
す
の
で
、
た
と
え
ば

育
児
・
介
護
休
業
法
に
基
づ
く
育

児
・
介
護
休
業
を
申
出
後
に
、
そ

の
間
の
年
休
を
請
求
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
（
育
児
休
業
取
得
前

で
あ
れ
ば
、
年
休
の
取
得
は
可
能

で
す
）。

再
雇
用
後
の
勤
続
年
数

年
休
付
与
要
件
の
ひ
と
つ
に

「
継
続
勤
務
」
が
あ
り
ま
す
が
、
定

年
退
職
後
に
再
雇
用
し
た
場
合
、

勤
続
年
数
は
通
算
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
か
。

「
継
続
勤
務
」
と
は
在
籍
期
間

を
い
い
、
継
続
勤
務
か
否
か
の
判

断
は
、
勤
務
の
実
態
に
即
し
て
実

質
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
形
式
上
は
労
働
関

係
が
終
了
し
、
新
た
に
労
働
契
約

が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
前
後
の
契
約
が
、
実
質
的
に

継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
は
、
継
続
勤
務
と
判
断
さ
れ

ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
定
年
退
職
者
を

引
き
続
き
嘱
託
等
と
し
て
再
雇
用

し
て
い
る
場
合
は
、
単
な
る
会
社

内
に
お
け
る
身
分
の
切
替
え
で
す

の
で
、
退
職
手
当
規
程
に
基
づ
き

退
職
手
当
を
支
給
し
た
場
合
も
含

め
て
継
続
勤
務
と
な
り
、
勤
続
年

数
は
通
算
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

利
用
目
的
の
説
明

年
休
取
得
の
請
求
を
し
た
社
員

に
、
そ
の
利
用
目
的
を
尋
ね
る
こ

と
は
で
き
ま
す
か
。

年
休
は
、
法
律
上
当
然
に
発
生

す
る
権
利
で
、
会
社
は
こ
れ
を
与

え
る
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す
の
で
、

年
休
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か

は
社
員
の
自
由
で
あ
り
、
会
社
は

そ
の
利
用
目
的
を
問
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

な
お
、
年
休
を
ケ
ガ
や
病
気
欠

勤
等
に
利
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
ま
す
が
、
病
気
休
職
（
た
と
え

ば
就
業
規
則
等
の
定
め
に
よ
る
休

職
）
の
期
間
中
は
、
労
働
義
務
の

な
い
日
で
す
の
で
年
休
を
請
求
す

る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
休
取
得
日
の
変
更

会
社
は
、
社
員
が
請
求
し
た
年

休
の
取
得
日
を
変
更
す
る
こ
と
は

で
き
ま
す
か
。

社
員
が
休
暇
日
を
特
定
し
て
年

休
を
請
求
し
た
と
き
は
、
社
員
が

請
求
し
た
日
に
与
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
請
求
さ
れ
た
時
季
に

年
休
を
与
え
る
こ
と
が
「
事
業
の

正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
」
場
合
は
、
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他
の
時
季
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（「
時
季
変
更
権
」
と
い
い

ま
す
）。

「
事
業
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ

る
」
か
否
か
の
判
断
は
、
そ
の
社

員
の
所
属
す
る
事
業
場
を
基
準
と

し
て
、
事
業
規
模
、
内
容
、
担
当

す
る
作
業
の
内
容
、
性
質
、
作
業

の
繁
閑
、
代
行
者
の
配
置
の
難
易
、

労
働
慣
行
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮

し
て
客
観
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
年
末
な
ど
の
特
に

業
務
が
繁
忙
な
時
期
や
、
同
じ
時

期
に
多
数
の
社
員
が
休
暇
請
求
を

し
た
た
め
全
員
に
休
暇
を
与
え
る

の
は
困
難
な
場
合
な
ど
は
社
員
の

請
求
を
変
更
で
き
ま
す
。

退
職
間
際
の
年
休
の
請
求

一
カ
月
後
に
退
職
す
る
社
員
か

ら
、
残
っ
て
い
る
年
休
を
退
職
日

ま
で
に
取
り
た
い
と
い
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
請
求
は
拒
め
ま
す
か
。

年
休
は
社
員
の
当
然
の
権
利
で

す
か
ら
、
退
職
間
際
の
請
求
で
あ

っ
て
も
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

実
務
上
、
業
務
の
引
継
ぎ
な
ど

の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
退
職
日

を
遅
ら
せ
る
な
ど
社
員
と
話
し
合

っ
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

計
画
的
付
与

年
休
の
計
画
的
付
与
を
実
施
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
要

件
と
注
意
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
教

え
て
く
だ
さ
い
。

計
画
的
付
与
を
行
う
場
合
は
、

書
面
に
よ
る
労
使
協
定
で
、
具
体

的
な
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
定
め
を
し
た
と
き

は
、
年
休
の
日
数
の
う
ち
五
日
を

超
え
る
部
分
（
前
年
度
か
ら
の
繰

越
分
も
含
む
）
は
、
そ
の
定
め
に

よ
り
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

労
使
協
定
で
定
め
た
日
数
分
に

つ
い
て
は
、
社
員
の
時
季
指
定
権

が
な
く
な
る
と
同
時
に
会
社
は
時

季
変
更
権
の
行
使
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
場

全
体
を
年
休
の
計
画
的
付
与
に
よ

り
一
斉
休
業
と
し
た
場
合
に
は
、

業
務
の
繁
忙
等
に
か
か
わ
ら
ず
、

社
員
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
出
勤

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

年
休
の
斉
一
的
取
扱
い

年
休
を
法
律
ど
お
り
に
付
与
す

る
と
、
雇
入
れ
日
に
よ
り
年
休
の

基
準
日
が
複
数
と
な
り
、
事
務
管

理
が
煩
雑
と
な
る
こ
と
か
ら
、
一

律
に
年
休
を
付
与
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
最
大
で

六
カ
月
近
く
の
開
き
が
出
ま
す
が
、

ど
の
よ
う
に
取
り
扱
え
ば
よ
い
で

し
ょ
う
か
。

年
休
は
、
入
社
後
半
年
経
過
し

た
日
が
基
準
日
と
な
り
ま
す
が
、

前
倒
し
で
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り

斉
一
的
取
扱
い
（
原
則
と
し
て
、

全
社
員
に
つ
き
一
律
の
基
準
日
を

定
め
て
年
休
を
与
え
る
取
扱
い
を

い
う
）
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

社
員
に
対
し
、
基
準
日
を
斉
一

的
に
取
り
扱
う
上
で
は
、
次
の
点

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

a

勤
務
期
間
は
常
に
切
り
上
げ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

基
準
日
の
前
日
に
雇
い
入
れ

た
者
と
六
カ
月
近
く
前
に
雇
い

入
れ
た
者
と
の
付
与
日
数
は
い

ず
れ
も
一
〇
日
と
な
り
、
勤
務

期
間
の
長
短
が
考
慮
さ
れ
な
い

デ
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
ま
す
が
、

労
働
基
準
法
に
違
反
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
や

む
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

s

勤
続
勤
務
要
件
が
六
カ
月
に
短

縮
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
分
割

付
与
（
初
年
度
に
お
い
て
法
定

の
年
休
日
数
を
一
括
し
て
付
与

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
日
数

の
一
部
を
法
定
の
基
準
日
以
前

に
付
与
す
る
こ
と
を
い
う
）
の

方
法
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
取
扱
い
に
あ
た
っ
て
は
、

社
員
に
と
っ
て
不
利
に
な
ら
な
い

よ
う
に
、
①
八
割
出
勤
の
算
定
を

す
る
場
合
は
、
短
縮
さ
れ
た
期
間

は
全
期
間
出
勤
し
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
、
②
次
年
度
以
降
の
年
休

の
付
与
日
に
つ
い
て
も
、
初
年
度

の
付
与
日
を
法
定
の
基
準
日
か
ら

繰
り
上
げ
た
期
間
と
同
じ
ま
た
は

そ
れ
以
上
の
期
間
、
法
定
の
基
準

日
よ
り
繰
り
上
げ
る
こ
と
と
い
う

要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
十
月
一
日
を
基
準

日
と
し
て
斉
一
的
取
扱
い
を
す
る

場
合
、
三
月
一
日
に
雇
い
入
れ
た

社
員
に
雇
入
れ
時
に
一
〇
日
、
そ

の
年
の
十
月
一
日
に
一
一
日
、
一

年
後
の
十
月
一
日
に
は
一
二
日
と

い
う
よ
う
に
付
与
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
前
倒
し
で
何
日
分
を
付

与
す
る
か
等
に
つ
い
て
は
法
律
に

定
め
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
会
社

が
決
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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労
働
者
が
合
理
的
な
通
勤
経
路
か

ら
外
れ
ま
た
は
通
勤
を
中
断
し
た
場

合
、
そ
の
逸
脱
・
中
断
の
間
及
び
そ

の
後
に
発
生
し
た
災
害
は
補
償
の
対

象
外
で
す
が
、そ
の
逸
脱
・
中
断
が
、

「
日
用
品
の
購
入
等
日
常
生
活
上
必

要
な
行
為
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、

そ
の
逸
脱
・
中
断
の
間
を
除
き
通
勤

災
害
の
補
償
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
と
は
、

衣
・
食
・
保
健
・
衛
生
・
教
養
の
た

め
の
行
為
等
社
会
通
念
上
、
日
常
生

活
を
営
む
上
で
必
要
な
行
為
で
あ
っ

て
、
日
用
品
の
購
入
と
同
程
度
の
も

の
を
い
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、出
退
勤
の
途
中
に
、

理
髪
店
や
美
容
院
に
立
ち
寄
る
行
為

は
、
職
場
で
清
潔
に
気
持
ち
よ
く
生

活
し
勤
務
す
る
保
健
衛
生
な
ど
の
見

地
か
ら
み
て
も
、
ま
た
、
通
常
通
勤

途
中
で
行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
も
通
勤
災
害
と
認
め

ら
れ
ま
す
。

任意継続被保険者の給付等

健康保険の被保険者が、月の途中（月
末以外）に一般から任意継続被保険者に
切り替わる場合は、任意継続被保険者に
変わった月から任意継続被保険者の保険
料額及び保険給付が適用されます。

保険料算定の基礎となる標準報酬月額
は28万円が上限（協会けんぽの場合）、
自己負担限度額も、任意継続被保険者に
は上位所得者という区分がありませんの
で、一般の限度額（「80,100円＋（医療
費−267,000円)×１％」）が適用され、高
所得者であった者は、両者ともに切替月
の負担額は軽減されます。

なお、高所得者が国民健康保険に加入
する場合は、保険料は原則として前年の
所得に基づき算定されますので、かなり
高額になると思われます。同様に負担限
度額も上位所得者の限度額が適用されま
すので、選択にあたっては留意するとよ
いでしょう。

受動喫煙防止対策助成金制度

受動喫煙防止対策の推進を目的に、受動
喫煙防止対策助成金が創設され、平成23年
10月１日から実施されています。

本助成金は、顧客が喫煙できることをサ
ービスに含めて提供している旅館、料理店
または飲食店を経営する以下に該当する中
小企業の事業主が、喫煙室の設置等に取り
組んだとき、その費用の一部が助成される
制度です。
a 労災保険の適用事業主であること。 
s 労働基準法別表第１第14号に規定され

ている旅館（常時雇用労働者数が100人
以下または資本金5,000万円以下）、料理
店または飲食店（同50人以下または
5,000万円以下）を営んでいること。 

d 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関
係工事計画」（fの措置）を策定し、必
要書類を添付して事業場の所在地を管轄
する都道府県労働局に提出し、あらかじ

め認定を受けていること。
f 旅館等の事業を行う事業場の室内また

はこれに準ずる環境において、客が喫煙
できることを含めたサービスを提供する
場合、dの計画に基づき、事業場内にお
いて一定の基準を満たす喫煙室を設置し
たり、喫煙室以外に、受動喫煙を防止す
るための換気設備の設置などの措置を講
じていること。 

g fの措置の実施の状況を明らかにする
書類を整備していること。

支給額は、事業場単位で、１事業場当た
り１回のみ支給されます。

助成対象経費は一定要件を満たす喫煙室
の設置等にかかる経費のうち、工費、設備
費、備品費、機械装置費、換気設備の設置
等に必要な経費で、助成率は費用の４分の
１（200万円が上限）です。

詳しくは、都道府県労働局健康安全課ま
たは健康課にお問い合わせください。
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